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年 月 日に「まち・ひと・しごと創生法（以下「創生法」）」が成立した。「創生法」

は、目的を「人口減少の歯止め」と「東京一極集中の是正」とするかつてないものである。また、

昨年 月 日に「創生法」に基づいて策定された「ひと・まち・しごと創生長期ビジョン（以

下「長期ビジョン」）」あるいは「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」）」

が閣議決定され、国を挙げて取り組むこととされている。これらは、ひとくくりに「地方創

生」と称されている。

現在は、地方版の「人口ビジョン」と「総合戦略」を都道府県と市区町村段階で、 年度中

に策定することになっており、作業が行われている。そこで、改めて「創生法」や「長期ビジョ

ン」あるいは「総合戦略」の内容を確認し、「地方創生」とは何か、について考えてみたい。

（本文中の個人名については、敬称略す。）

Ⅰ 「まち・ひと・しごと創生法」の要

点

１．「創生法」の構成と性格

「創生法」の構成は、第１章（総則）、第

２章（まち・ひと・しごと創生総合戦略）、

第３章（都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総

合戦略）、第４章（まち・ひと・しごと創生

本部）の 章 条となっている。

この法律は、「『基本理念』や『推進体制』

を定めることを眼目としており」、「今後我

が国がまち・ひと・しごと創生を中長期にわ

たり取り組んでいくに当たっての、基本的な

枠組みを示した『基本法』ともいえるが、通

常の○○基本法とは異なり、その下に具体の

作用法が制定されていないことから“基本法

的な法律”と呼ぶのが妥当であろう。」とし

ている。

２．「創生法」の目的（第 条）

第 条（目的）この法律は、我が国における急速な

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯

止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集

中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保

して、将来にわたって活力ある日本社会を維持して

いくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤

いのある豊かな生活を安心して営むことができる

地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な

人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業

の機会の創出を一体的に推進すること（以下「ま

ち・ひと・しごと創生」という。）が重要となって

いることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、

「「まちひとしごと創生法」の解説（中）－その

法的性格、意義、条文のポイント」（溝口洋 「地

方財務」ぎょうせい 年 月）
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基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・

しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための計画（以下「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」という。）の作成等について定めるとと

もに、まち・ひと・しごと創生本部を設置すること

により、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総

合的かつ計画的に実施することを目的とする。

法律の目的は、「人口の減少に歯止めをか

ける」、「東京圏への人口の過度の集中を是

正」するために、

１．「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤

いのある豊かな生活を安心して営むこと

ができる地域社会の形成」（まち）

２．「地域社会を担う個性豊かで多様な人

材の確保」（ひと）

３．「地域における魅力ある多様な就業の

機会の創出」（しごと）

すなわち上記の（まち）・（ひと）・（し

ごと）を「一体的に推進すること」である。

法律の目的に「人口減少の歯止め」と「東

京一極集中の是正」を明記したのは我が国で

初めてのことである 。

３．基本理念（第 条）

第２条（基本理念）まち・ひと・しごと創生は、次

に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。

１ 国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤

いのある豊かな生活を営むことができるよう、それ

ぞれ の地域の実情に応じて環境の整備を図るこ

と。

２ 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービ

スについて、その需要及び供給を長期的に見通しつ

つ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮し

て、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、

現在及び将来におけるその提供の確保を図ること。

３ 結婚や出産は個人の決定に基づくものであるこ

とを基本としつつ、結婚、出産又は育児についての

希望を持つことができる社会が形成されるよう環

境の整備を図ること。

４ 仕事と生活の調和を図ることができるよう環境

の整備を図ること。

５ 地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の

活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図るこ

「『まち・ひと・しごと創生』の概要と留意点（中）」

（溝口洋 「地方自治」ぎょうせい 年 月）

と。

６ 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、

地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力に

よる効率的かつ効果的な行政運営の確保を図るこ

と。

７ 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、

国、地方公共団体及び事業者が相互に連携を図りな

がら協力するよう努めること。

基本理念は、７つある。「理念」と「総合

戦略の基本目標」とは、対応する 。

第１号は、「地方への新しい人の流れをつく

る」

第２号は、「時代に合った地域をつくり、安

心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携

する」

第３・４号は、「若い世代の結婚・出産・子

育ての希望をかなえる」

第５号は、「地方における安定した雇用を創

出する」

第６号は、「時代に合った地域をつくり、安

心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携

する」

４．国の責務（第 条）

第３条（国の責務） 国は、前条に定める基本理念

（以下「基本理念」という。）にのっとり、まち・

ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生

に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進さ

れるよう、相互に連携を図りながら協力しなければ

ならない。

３ 国は、地方公共団体その他の者が行うまち・ひ

と・しごと創生に関する取組のために必要となる情

報 の収集及び提供その他の支援を行うよう努め

なければならない。

４ 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じ

て、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と

理解を深めるよう努めなければならない。

 
  「国の責務」とは、「①まち・ひと・し

ごと創生に関する施策を総合的かつ計画的

「『まち・ひと・しごと創生』の概要と留意点（中）」

（溝口洋 「地方自治」ぎょうせい 年 月）

2　自治研かながわ月報 2015年6月号（No.153）



に策定し、及び実施する」、「②国の関係行政

機関は相互に連携を図りながら協力する」、「③

自治体などが行う施策について情報の収集及

び提供その他の支援を行う」、「④教育活動、

広報活動その他の活動を通じて、まち・ひと・

しごと創生に関し、国民の関心と理解を深める」

である。

５．「総合戦略」の策定（第８条、９条、

条）

（１）「国の総合戦略」（第８条）

第８条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を定めるものとする。

２ まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。

一 まち・ひと・しごと創生に関する目標

二 まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する

基本的方向

三 前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきま

ち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するために必要な事項

３ まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・

しごと創生総合戦略の案を作成するに当たっては、

人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十

二条第二号の規定による検証に資するようまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的

な指標を設定するとともに、地方公共団体の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

４、５、６、７ －略－

第８条は、「総合戦略」についてである。

「総合戦略」に定める事項は、「地方創生

に関する目標」、「施策の基本的な方向」、

「総合的かつ計画的に実施するために必要な

事項」である。

また、第３項「第１２条第２号の規定によ

る検証に資するようまち・ひと・しごと創生

総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を

設定する」ことになっている。「総合戦略」

には、数値目標を伴った「基本目標」を定め、

個別の施策には、 （重要業績評価指標）

の略。政策ごとの達成

すべき成果目標として「『日本再興戦略』改訂 」

でも設定されている。（「総合戦略」脚注）

が設定されている。「客観的な指標」の設定

と「検証」の実施が、法律上明確に定められ

ている点が特徴であり、今回の「総合戦略」

が、「これまで政府が策定してきた様々な計

画や戦略と一線を画すものである 」としてい

る。

（２）都道府県・市町村の「総合戦略」策定

（第９条、 条）

都道府県は、国が策定した「総合戦略」を

勘案し、「①目標②基本的方向③総合的かつ計

画的に実施すべき事項」について「総合戦略」

を策定し（第 条）、市町村（特別区含む）は、

国及び都道府県の「総合戦略」を勘案して、同

じく策定することになっている（第 条）。

計画策定は、法律上は「努力義務」だが、

ある自治体が「策定しない」としたところ、

国から強い「指導」を受け、「策定すること

になった」と聞いている。策定は事実上「義

務付け」られている。

６．「創生本部」（第 ・ ・ 条）

第１１条 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部

（以下「本部」という。）を置く。

第１２条（所掌事務）本部は、次に掲げる事務をつ

かさどる。

一 まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及

び実施の推進に関すること。

二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその

実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しご

と創生に関する施策で重要なものの企画及び立案

並びに総合調整に関すること。

第十三条（組織） 本部は、まち・ひと・しごと創

生本部長、まち・ひと・しごと創生副本部長及びま

ち・ひと・しごと創生本部員をもって組織する。

「創生法」の推進体制は、内閣総理大臣を

本部長とし、全国務大臣を部員とする「まち・

ひと・しごと創生本部」を置き、１．「総合

「『まち・ひと・しごと創生』の概要と留意点（中）」

（溝口洋 「地方自治」ぎょうせい 年 月号）
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戦略の案作成と推進」、２．「実施状況の総

合的な検証」、３．「企画、立案、総合調整」

を行うことになっている。

Ⅱ 「長期ビジョン」と「総合戦略」

１．「長期ビジョン」の概要

「長期ビジョン」は、 年を目途とした

日本の人口の将来の姿を示し、人口問題に関

する国民の認識の共有を目指すとともに、今

後、取り組むべき将来の方向を提示したもの

である。

Ⅰ．人口問題に対する基本認識 国民の認識の共有

が最も重要である

１．「人口減少時代」の到来

○ 年に始まった人口減少は、今後加速度的に

進む。

年代初めは毎年 万人程度の減少だが、

年代頃には年 万人程度の減少にまで加速

する。

○人口減少の状況は、地域によって大きく異なる

人口減少は、①第一段階（若年減少、老年増

加）、②第二段階（若年減少、老年維持・微減）、

③第三段階（若年減少、老年減少）を経て進行。

東京都区部や中核市は「第一段階」だが、地方は

既に「第二・三段階」に突入。 ～ 年の間

に、東京都区部は▲６％に対して、人口５万人以

下の地方都市は▲ ％、過疎地域市町村は▲ ％

で、人口急減という事態。

○人口減少は地方から始まり、都市部へ広がって

いく

地方は、若い世代が東京圏へ流出する「社会

減」と、出生率が低下する「自然減」の両者に

より、都市部に比べ数十年も早く人口減少。地

方の人口が減少し、地方から大都市への人材供

給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退。

２．「人口減少」が経済社会に与える影響

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷とな

る。

人口減少に伴う高齢化の結果、経済規模が縮小

し、一人あたりの国民所得が低下するおそれ（人

口オーナス）。

○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を

迎える。

このまま推移すると、 年には、現在の居

住地域の６割以上で人口が半分以下に減少、２

割の地域では無居住化すると推計されている。

３．東京圏への人口の集中

○東京圏には過度に人口が集中している。

東京圏への集中度合いは国際的にも高い水

準。東京圏は、長時間通勤、住宅価格の高さ、

待機児童問題等様々な課題を抱えている。

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高

い

人口流入は東京圏だけ（年間転入超過数：

約 万人）であり、今後、東京オリンピック

の開催や高齢化の進展は人口流入を増幅させ

る可能性。

○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少

に結び付いている。

このまま推移すると、「過密の東京圏」と

「人口が極端に減った地方」が併存しながら

人口減少が進行。地方に比べ低い出生率の東

京圏に若い世代が集中することによって、日

本全体としての人口減少に結び付いている。

２．「総合戦略」の概要

 「総合戦略」は、「長期ビジョン」を踏まえ、

年の東京オリンピックまでの 年～

年度の５か年の政策目標や施策の基本的 
方向、具体的な施策をまとめたものである。 

Ⅰ．基本的な考え方

１．人口減少と地域経済縮小の克服

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域

経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少

を加速させる」という負のスパイラルに陥るリ

スクが高い。

○人口減少克服・地方創生のためには、３つの基

本的視点から取り組むことが重要。

①「東京一極集中」の是正、

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、

③地域の特性に即した地域課題の解決

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

◎「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「し

ごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。

①しごとの創生

・若い世代が安心して働ける「相応の賃金、

安定した雇用形態、やりがいのあるしごと」

という「雇用の質」を重視した取組が重要。

②ひとの創生

・地方への新しい人の流れをつくるため、若

者の地方での就労を促すとともに、地方へ

の移住・定着を促進する。

・安心して結婚・出産・子育てができるよう、

切れ目ない支援を実現する。

③まちの創生

・地方で安心して暮らせるよう、中山間地域

等、地方都市、大都市圏等の各地域の特性
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に即して課題を解決する。

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針

１．従来の政策の検証

○これまでの政策は、一定の成果を上げたが、大

局的には地方の人口流出や少子化に歯止めがか

かっていない。その要因は次の５点。

①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造

②地域特性を考慮しない「全国一律」の手法

③効果検証を伴わない「バラマキ」

④地域に浸透しない「表面的」な施策

⑤「短期的」な成果を求める施策

２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則

○人口減少克服・地方創生を実現するため、５つ

の政策原則に基づき施策を展開する。

①自立性

・構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間

事業者、個人等の自立につながる。

②将来性

・地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向

きに取り組むことを支援する。

③地域性

・各地域の実態に合った施策を支援。国は支援

の受け手側の視点に立って支援。

④直接性

・最大眼の成果をあげるため、直接的に支援

する施策を集中的に実施する。

⑤結果重視

・ メカニズムの下、具体的な数値目標を

設定し、効果検証と改善を実施する。

３．国と地方の取組体制と の整備

○国と地方の役割分担の下、地方を主体とした枠

組みの構築に取組む。

①５か年戦略の策定

・国と地方公共団体ともに、５か年の戦略を策

定・実行する体制を整え、アウトカム指標を

原則とした重要業績評価指標で検証・改善す

る仕組みを確立

②データに基づく、地域ごとの特性と地域課題

の抽出

・国はデータに基づく地域経済分析システムを

整備し、各地方公共団体は必要なデータ分析

を行い、地域課題等を踏まえた「地方版総合

戦略」を策定

③国のワンストップ型の支援体制等と施策の

メニュー化

・国は関係府省庁で統一のワンストップ型執

行体制の整備に努め、各地域が必要な施策を

選択できるよう支援施策をメニュー化し、人

的支援も実施

④地域間の連携推進

・国は新たな「連携中枢都市圏」や定住自立

圏の形成を進め、各地方公共団体は、地域間

の広域連携を積極的に推進。

Ⅲ．今後の施策の方向

１．政策の基本目標（４つの基本目標）

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創

出する

・ 年までの５年間の累計で地方に 万人分

の若者向け雇用を創出

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつ

くる

・ 年に東京圏から地方への転出を４万人増、

地方から東京圏への転入を６万人減少させ、東

京圏から地方の転出入を均衡

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育て

の希望をかなえる

・ 年に結婚希望実績指標を ％、夫婦子ど

も数予定実績指標を ％に向上

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安

心な暮らしを守るとともに、地

域と地域を連携する

・ 「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進

する。目標数値は、地方版総合戦略の状況を

踏まえ設定。

２．政策パッケージ －略－

【付属文書アクションプラン－略－】

３．「地方版総合戦略」の策定について

国は、「創生法」が成立した 年 月

日に、都道府県知事宛に内閣審議官名で「都道

府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町

村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につ

いて（通知）」を出した。

「通知」では、都道府県と市町村に対して、

「人口の現状と将来の展望を提示する『地方人

口ビジョン』と今後５か年の目標や施策の基本

的方向、具体的な施策をまとめた、『地方版総

合戦略』の策定」を 年度内に行うよう求め

ている。

「人口ビジョン」の対象期間は、「国の長期

ビジョンの 年とするが、地域の実情に応じ

て期間を設定しても差し支えない。」

「地方版総合戦略」の対象期間は 年から

年度としている。

策定にあたっては、「住民代表と産業界・行

政機関・大学・金融機関・労働団体（産・官・

学・金・労）で構成する推進組織で審議するな

ど広く関係者の意見が反映されるようにする

こと」とある。神奈川県は、 年 月 日に「地

方創生神奈川会議」を設置した。

さらに、「短期・中期の政策目標の設定」「実
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施した施策・事業の効果を検証し改善を図る

サイクルの導入」「施策の効果を客観的

に検証できるようにするため、施策ごとに重要

業績評価指標（ ）を設定する」など「地

方版総合戦略」策定にあたっての国の具体的な

「方向付け」が細かく「指導」されている。

Ⅲ．「創生法」成立までの経過と推進体

制

１．「創生本部」の設置と準備

安倍内閣は、 年 月 日に「まち・

ひと・しごと創生本部準備室」を開設し、「創

生法案」、「長期ビジョン」、「総合戦略」

の策定のための準備作業を開始した。

月 日と 日に「有識者懇談会」を開

催した。

月 日に安倍首相は、内閣改造を行い、

新設された地方創生担当大臣に石破茂を当て、

同日「創生本部」の設置を閣議決定した。

月 日に「第 回創生本部」を開催し、

月 日に「第 回まち・ひと・しごと創生

会議（以下「創生会議」）」を開催した。

月 日には、「創生法案」を国会に提出

した。

月 日から、第 回「基本政策検討チー

ム」がスタートし、 月 日までに計７回

開催された。 月 日の第 回「創生会議」

に検討チームによる「総合戦略中間報告」が

出されている。

その後、 月 日の衆議院の解散の日に

「創生法」が成立し、総選挙を経て 月

日に「長期ビジョン」と「総合戦略」が閣議

決定されている。

２．「創生本部」の体制

「地方創生」を推進する体制は、以下のと

おりである。

（１）「まち・ひと・しごと創生本部」

①組織体制

本部長 総理大臣

副本部長 地方創生担当大臣・官房長官

本部員 全ての国務大臣

②設置目的

「人口急減・超高齢化という我が国が直

面する大きな課題に対し政府一体となっ

て取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活

かした自律的で持続的な社会を創生でき

るよう」にすることが、目的である。

月 日の「創生法」の成立を受けて、創生

法に基づく「創生本部」に移行した。

（２）「まち・ひと・しごと創生会議」

「創生会議」は、「創生本部の下、人口急減・

超高齢化への対応及び各地域の特徴を活かし

た自律的で持続的な社会の創生に関する重要

事項を調査審議する」ことを目的に 年 月

日に閣議決定で設置された。

【創生会議メンバー】

議長 総理大臣

副議長 地方創生担当大臣・官房長官

議員 地方創生、少子化、復興、総務、

財務、文科、厚労、農林水産、

経産、国交（各大臣）

民間有識者

【民間有識者メンバー】

※人名は敬称を略す。以下同じ。

池田弘（公益社団法人日本ニュービジネス

協議会連合会会長）伊東香織（倉敷市長）

大社充（ＮＰＯ法人グローバルキャンパス

理事長）奥田麻衣子（海士町、隠岐島前高

校魅力化コーディネーター）坂根政弘（コ

マツ相談役）清水志摩子（ＮＰＯ法人全国

商店街おかみさん会理事長）田中進（農業

生産法人（株）サラダボウル代表取締役）
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冨山和彦（経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ）

中橋恵美子（ＮＰＯ法人わははネット理事

長）樋口美雄（慶応大学商学部教授）増田

寛也（東京大学公共政策大学院局員教授）

山本眞樹夫（帯広畜産大学監事、前小樽商

科大学長）

３．地方創生推進室の担当事務

「創生本部」事務局は、内閣府地方創生推

進室が担当している。地方創生推進室の所掌

事務は、「地方創生」「地域再生」「国家戦

略特区」「構造改革特区」「総合特区」「都

市再生」「中心市街地活性化」となっている。

主な業務内容は以下のとおりである。

（１）地方創生の推進による地域活性化

①地方創生

○地方版総合戦略の策定支援

地方版総合戦略の策定支援として「情

報支援」「人的支援」「財政支援」を切

れ目なく展開

②地域再生

地域経済活性化、雇用機会創出等、地

域の自主的・自立的な取組を支援（計画

認定 件）

（２）規制改革を軸に据えた地域活性化

①国家戦略特区

国が定める国家戦略特区において、国・

地方自治体・民間が三者一体となって取

り組むプロジェクトを対象に、大胆な規

制改革等の施策を総合的かつ集中的に推

進（ 地域）東京圏、関西圏、新潟市、

養父市、福岡市、沖縄県

②構造改革特区

地域を限定した規制改革を推進し、そ

の評価を通じて、全国的な構造改革へと

波及（規制緩和 件計画認定 件）

③総合特区

包括的、先駆的な地域のチャレンジに

対して、総合的に国が支援

・国際戦略特区（ 地域）

・地域活性化総合特区（ 地域）

（３）都市機能の増進による地域活性化

①都市再生

都市再生による国際競争力の向上、防

災機能の確保等の促進・都市再生緊急整

備地域（ 地域）・特定都市再生緊急整

備地域（ 地域）

②中心市街地活性化

中心市街地における都市機能の増進及

び経済活力の向上を総合的かつ一体的に

推進（ 市、 件の基本計画を認定）

４．国が行う自治体支援事業の概要

国が行う自治体に対する支援とは、以下の

通りである。

（１）情報支援

各産業が、産業・人口・社会インフラなど

に関し必要なデータ分析を行い、各地域に即

した地域課題を抽出し対処できるよう、国は

「地域経済分析システム」を整備

（２）人的支援

①地方創生人材支援制度

小規模市町村に国家公務員等を首長の

補佐役として派遣し、地域に応じた「処

方せんづくり」を支援する。（ 年

月 日現在）

・派遣先 道府県 市町村

・派遣者 国家公務員 名（全員常勤）、

大学 名（常勤 名）、民間 名（常

勤 名）

・派遣期間 常勤 年、非常勤 ～ 年

・ 派遣者
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②地方創生コンシュルジュ制度

市町村等の要望に応じ、当該地域に愛

着・関心を持つ、意欲ある府省庁の職員

を相談窓口として選任（ 年 月

日現在・ 府省庁 人）

国は、これまで地域再生・活性化のための

人的支援策として「地域活性化伝道師」、「地

域おこし協力隊」、「地域活性化応援隊」な

どを進めてきた。

（３）財政支援

①緊急的取組

新型交付金・ （平成 ）年度補正

予算で創設（ 年 月 日成立）

ァ地域消費喚起・生活支援型： 億円

例）プレミアム付商品券、低所得者向

け灯油等購入助成、ふるさと名物商

品・旅行券 等

ィ地方創生先行型： 億円

・基礎交付分 億円（地方版総合

戦略策定するすべての自治体に交付

（都道府県 億円、市町村分

億円）。

・上乗せ分 億円

例）「地方版総合戦略策定」の策定

（必須）、ＵＩＪターン助成、地域

しごと支援事業等

② 年度の財政措置

ァ総合戦略を踏まえた個別施策 億円

ィ 年度地方財政計画 兆円計上

ゥ 年に新型交付金の検討

Ⅳ 日本創成会議報告－選択する未来

委員会中間整理－「骨太方針 」－

「日本再興戦略改訂 」

年の 月、 月に、「長期ビジョン」

「総合戦略」に大きな影響を与えたと思われ

る「報告・提言」が集中して出されている。

年 月 日に「日本創成会議（以下「創

成会議」）」が「成長を続ける 世紀のため

に『ストップ少子化・地方元気戦略』（以下

「創成会議報告」）」。

月 日に「経済財政諮問会議」の有識者

会議である「選択する未来」委員会が「中間

整理（以下「中間整理」）」。

月 日に「日本再生本部」が「日本再興

戦略改訂版 （以下「再興戦略 」）」。

同じく「経済財政諮問会議」が「経済財政

運営と改革の基本方針 （以下「骨太方針

」）」をそれぞれ発表した。

以下、それぞれの「報告・提言」をみてみ

たい。

１．「自治体消滅論」ショック－日本創成

会議報告とその要点

（１）「自治体消滅論」ショック

年 月 日に民間の研究機関である

「創成会議」が発表した「創成会議報告」

は、このまま人口減少を放置すれば、 年

には全国で「 自治体が消滅」するという

もので、消滅するとされた自治体の住民、首

長、議会のみならず全国に大きな衝撃を与え

た。要点は、以下のとおりである。

「ストップ少子化・地方元気戦略」

－戦略の基本方針と主な施策（要約版）－

人口減少の深刻な状況（特に地方の急激な人口減

少）に関し国民の基本認識の共有を図る。

ストップ少子化戦略

○基本目標「国民の『希望出生率 』の実現」

・ 年に「希望出生率＝ 」を実現すること

を基本目標。その後第二段階として、人口置換水

準（出生率＝ ）の実現も視野に置く。

○若者（男女）が結婚し、子どもを産み、育てや

すい環境づくりのため、全ての政策を集中する。

企業の協力は重要な要素

・若者・結婚子育て年収 万円モデルを目指

した雇用・生活の安定

・結婚・妊娠・出産支援（公共機関による結婚

機会提供、妊娠出産知識普及、妊娠・出産・子
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育てワンストップ相談）

・子育て支援（待機児童解消、「保育施設付マ

ンション」、ひとり親家庭支援）

・働き方改革（育休保障水準引上げ、多様な「働

き方」「企業別出生率」公表）

・多子世帯支援（子どもが多いほど有利になる

税・社会保障、多子世帯住宅）

○女性だけでなく、男性の問題として取り組む

・男性の育児参画、育休完全取得、定時退社促

進（残業割増率引き上げ）

○新たな費用は、「高齢者世代から次世代への支

援」の方針の下、高齢者対策の見直等によって

対応する

・高齢者優遇制度等の見直し（公的年金等控除

など）「終末期ケア」の見直し

地方元気戦略

○基本目標を「地方から大都市への『人の流れ』

を変えること」、特に『東京一極集中』に歯

止めを掛けることに置く

・地方の人口減少の最大要因は、若者の大都市

への流出。東京圏は高齢化が一挙に進む

・地方から大都市への『人の流れ』を変えるこ

と、特に『東京一極集中』に歯止めをかけるこ

とを基本目標。少子化対策とともに首都直下地

震対策にも有効。

○「選択と集中」の考え方の下で、地域の多様な

取組を支援

・人口減少に即応した「新たな集積構造」の構

築：「コンパクトな拠点」＋「ネットワーク」

の形成、自治体間の「地域連携」、「地方法人

課税」改革

・地域経済を支える基盤づくり：地域資源を活か

した産業、スキル人材の地方へのシフト、農林水

産業の再生

・地方へ人を呼び込む魅力づくり：地方大学の再

編強化、地方企業への就職支援、「全国住み替え

マップ」、ふるさと納税の推進、都市からの住み

替え支援優遇税制、観光振興

・都市高齢者の地方住み替えを支援

女性・人材活躍戦略 女性や高齢者

○女性や高齢者、海外人材の活躍推進に強力に取り

組む

・「女性就労目標」の達成

・「働き方」に中立的な税・社会保障

・女性登用

・「高齢者」の定義見直し、高齢者の就労促進

・海外からの大規模移民は現実的でない。「高度

人材」の受け入れ促進

長期的かつ総合的な視点から、政策を迅速に実施す

る

・内閣に『総合戦略本部』を設置し、「長期ビジ

ョン」と総合戦略を策定。

・地域の関係自治体が参加する「地域戦略協議会」

を設置し、「地域版長期ビジョン」と総合戦略を

策定（地域の「出生率目標」設定を含む）。

（参考資料）人口減少の要因

１．地方の人口減少の最大要因は、若者（男女）の大

都市（特に東京圏）への流出。人口流出の動きは、地

方と大都市（東京圏）の「経済雇用格差」に深く関連

している。

２．地方から大都市（東京圏）への若者（男女）の流

出は、人口減少に拍車をかけている。

３．地方からの人口流出がこのまま続くと、人口の「再

生産力」を示す「若年女性（ ～ 歳）」が 年ま

でに ％以上減少する市町村が （全体の ％）

にのぼると推計される。

これらの市町村は、いくら出生率が上がっても将来

的には消滅するおそれが高い。

一方で、大都市、特に東京圏は東京近郊を中心に高

齢化が一挙に進むことが予想されている。

（２）日本創成会議とは

「創成会議」とは、 年の 月に「東日

本大震災を契機に 年後の世界・アジアを見

据えた日本全体のグランドデザインを描き、

その実現に向けた戦略を策定すべく、産業界

労使や学識者など有志が立ち上げた組織」で、

事務局は公益財団法人日本生産性本部（以下

「生産性本部」）にある。

なぜ、民間の研究機関の一つに過ぎない「創

成会議」がこれほどに注目されるのかについ

ては、構成メンバーの顔ぶれにあると思われ

る。メンバーのプロフィールをみると、経済

財政諮問会議あるいは産業競争力会議または

規制改革会議等、国の主要政策に現在関わっ

ているか、もしくは経験者である。さらに、

ほとんどが生産性本部の役員もしくは経験者

である。

【日本創成会議メンバー】

【座長】増田寛也（東京大学公共政策大学院客員

教授）

【委員】

秋草直之：富士通相談役・生産性本部副会長

牛尾治朗：ウシオ電機会長・生産性本部名誉会

長（ ～ 年森・小泉内閣経済財政諮問

会議議員）

大田弘子：政策研究大学院大学教授、規制改革

会議議長代理、生産性本部副会長（ 年経

済財政諮問会議専門委員、 ～ 年安

倍・福田内閣経済財政政策担当大臣）

落合清四：ＵＡゼンセン顧問（前生産性本部副

会長）

古賀伸明：日本労働組合総連合会会長・生産性

「まち・ひと・しごと創生」とは何か　9



本部副会長

佐々木毅：学習院大学教授・生産性本部副会長

椎名武雄：日本アイ・ビー・エム名誉相談役

（生産性本部の前身である社会経済生産性

本部副会長）

數土文夫：東電会長・ＪＦＥホールディグス相

談役（ 年ＮＨＫ経営委員会委員長

橘・フクシマ・咲江：Ｇ Ｓ ．

社長

新浪剛史：サントリーホールデイングス社長、

年産業競争力会議議員、生産性本部理

事

樋口美雄：慶應義塾大学教授・厚労省労働政策

審議会会長・生産性本部評議員

薮中三十二：立命館大学特別招聘教授、

～ 年外務事務次官、 年野村総研顧

問

※「日本創成会議 」、「日本生産性本部 」「ウ

ィキペディア」など参照

（３）人口減少問題検討分科会

「創成会議」の下に「人口減少問題検討分

科会」が置かれている。学者・研究者に加え

て、財務省、総務省事務次官経験者が加わっ

ている点が特徴的である。どのような議論が

されているのかについては、公開されていな

いので定かでない。

【「人口減少問題検討分科会」メンバー】

【座長】増田寛也（略）

【委員】

岡本保：野村資本市場研究顧問、 ～ 年総

務事務次官

加藤久和：明治大学教授

齊藤英和：国立成育医療研究センター副周産・母

性診療センター長

白波瀬佐和子：東京大学大学院教授

橘・フクシマ・咲江：（略）

丹呉泰健： ～ 年財務事務次官、 年読

売新聞グループ本社監査役、 年日本たばこ

産業株会長、前内閣官房参与

樋口美雄：（略）

平田竹男：内閣官房参与、元通産官僚・日本サ

ッカー協会専務理事）

森地茂：政策研究大学院大学政策研究センター所

長）

※「創成会議 」「ウィキペディア」など参照

２．「選択する未来」委員会の「中間整理」

の要点

「選択する未来」委員会とは、 年 月

日に経済財政諮問会議の有識者会議であ

る。「選択する」未来委員会の「中間整理」

の要点は次のとおりである。

未来への選択― 人口急減・超高齢社会を超えて、日

本発成長・発展モデルを構築 ―（中間整理・図版よ

り）

【確実な未来】

年後も、人口減少が続き、加速。現状のままでは、

「人口急減・超高齢化社会の到来」

↓

【 現状のまま何もしない場の未来像】

・ プラス成長を続けることは困難になり、マイナ

ス成長が定着

・「 人口オーナス」と「縮小スパイラル」の双方

が作用し、国民生活低下のおそれ

・女性、高齢者、若者が活躍できない労働市場の二

極化 、格差の固定化・再生産

・ 地方で４分の１以上の自治体が消滅可能性、東

京では、超高齢化

・ 医療・介護費の増加により財政破たんリスクの

高まり

危機意識の共有 未来を変える時間軸→成長・発展

（早期に）アベノミクスを機に長期の発展経路へ

→人口・地域（ 年をめどに） 人口減少が加速す

る前にトレンドを変える→ 年のその先へ 持続

的・安定的に成長・発展する経済社会へ

【未来への選択】

制度、政策や人々の意識が速やかに変われば、

「人口急減・超高齢社会」への流れは変えられる

若い世代や次の世代が豊かさを得て、結婚し、

子どもをことができるよう集中

して改革・変革

① 人口

年後に 億人程度（ この場合、その一世代後に

は総人口は微増に転じる）

・国民の希望どおり子どもを産み育てられる環境

により、 億人程度の人口を保持

・資源配分を高齢者から子どもへシフト、出産・

子育て支援を倍増。費用は現世代で負担

・子どものための政策推進

② 成長・発展

経済を世界に開き、「創意工夫による新たな価値

の創造」により、成長し続ける。

・イノベーションが生産の切り札

・産業・企業の「新陳代謝・若返り（ダイナミズ

ム）

・オープンな国づくりと外国人材の戦略的受入

・債務残高対ＧＤＰ比引き下げ等の明確な目標

③人の活躍

年齢、性別にかかわらず能力発揮

・男女の働き方改革のより、能力や意欲に応じた
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活躍の機会充実

・ 歳まで働ける社会（新生産年齢人口）

・未来の技術や産業に適応したプレイヤーの育成

・格差の再生産の回避

④地域の未来

個性を活かした地域戦略、集約・活性化

・新しい発想で資源を利活用し、働く場所をつく

つくる（農業、観光等）

・「集約・活性化」によるコンパクトな地域・地

方中枢都市圏域の形成

・東京への若者の人口流出を抑制

・東日本大震災の復興を地域のモデルに

⑤信頼・規範

基盤的な制度 社会保障・財政 、文化、公共心

など社会を支えている土台を大切にする。

・日本の風土に育まれた伝統、文化や美意識、価

値観の継承・発展。

・国際貢献やルールづくりへ参加、世界に発信し

続ける。

・社会保障制度や財政の持続可能性の確保

【「選択する未来」委員会委員】

【会長】三村明夫：新日鐵（株）相談役名誉会長日本

商工会議所会頭

【委員】

石黒不二代（ネットイヤーグループ株式会社代表

取締役社長）

岩田一政：日本経済研究センター理事長、 ～

年日銀副総裁、 ～ 麻生内閣経済財

政諮問会議議員

加藤百合子：株式会社エムスクエア・ラボ代表取

締役社長

白波瀬佐和子：（略）

高橋智隆：株式会社ロボ・ガレージ代表取締役

深尾昌峰：龍谷大学政策学部准教授・公益財団法

人京都地域創造基金理事長

増田寛也：（略）

吉川洋：東京大学大学院経済学研究科教授、

～ 森・小泉内閣経済財政諮問会議議員、現

財政制度審議会会長

※この下に ワーキンググループ、「成長・発展（主

査・岩田一政）」「人の活躍（主査・吉川洋）」「地

域の未来（主査・増田寛也）」が設置されている。

※「経済財政諮問会議 」「ウィキペディア」など

参照

３．２つの司令塔－経済財政諮問会議と日

本再生本部（産業競争力会議）

（１）安倍内閣の「２つの司令塔」

安倍内閣の最重要政策は、「日本経済の再

生と成長」である。 年 月 日に安倍

内閣誕生と同時に「日本再生本部（以下「再

生本部」）」を設置した。明けて 月 日に

は「産業競争力会議」を設置した。

また、民主党政権では「封印」されていた

経済財政諮問会議も同じく 月 日に「復活」

させた。

この２つは、「諮問会議は経済財政運営全

般に関する司令塔として『基本設計』を行い、

再生本部は日本経済再生の司令塔として『実

施設計』を行い、政策を具体化させるという

関係にある 」。

（２）経済財政諮問会議

経済財政諮問会議は、森喜朗内閣が

年 月 日に内閣府設置法に基づいて設置し、

同年の 月 日に小泉純一郎内閣発足ととも

に引き継がれた。当時、竹中平蔵 が担当大臣

に抜擢され、 年まで「総合規制改革会議」

と合わせて「小さな政府」、「聖域なき構造

改革」を強力に推進した。

以後、安倍（ 年）、福田（ 年）、

麻生内閣（ 年）と諮問会議は置かれたが、

年の鳩山由紀夫内閣誕生後は 年間開催

されなかった。

経済財政諮問会議の設置目的は、「１経済

全般の基本方針その他の経済財政政策に関す

る重要事項、２国土形成計画法に規定する全国

計画その他の経済財政政策に関連する重要事

項について調査審議する 」となっている。

毎年 月にとりまとめられる「経済財政運

営と改革の基本方針」いわゆる「骨太方針」

は、安倍内閣の政策の核をなすものである。

特に、民間議員の提言・意見は政策決定に大

年 月 日 年第 回経済財政諮問会議・

甘利大臣記者会見要旨

慶應義塾大学総合政策学部教授、 年～パソナグル

ープ会長、 年～産業競争力会議議員、 年～国

家戦略特区地域諮問会議議員（ 年経済戦略会議議

員（小渕内閣）、 年ＩＴ戦略会議議員（森内閣）、

～ 年経済財政担当大臣・ 年参議院議員・

年総務大臣（小泉内閣））

「経済財政諮問会議」内閣府ＨＰ
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きな役割を果たしている。各省庁あげて「骨

太方針」に政策・方針をとり入れるために全

力をあげている。

【経済財政諮問会議民間議員】

黒田東彦：日銀総裁

伊藤元重：東京大学大学院経済学研究科教授、

年産業競争力会議議員、

榊原定征：東レ会長、日本経済団体連合会会長

高橋進：日本総合研究所理事長

新浪剛史：（略）

※「内閣府 」、「ウィキペディア」など参照

（３）「日本再生本部」と「産業競争力会議」

「再生本部」の設置目的は、「我が国経済の

再生に向けて、経済財政諮問会議との連携の下、

円高・デフレから脱却し強い経済を取り戻すた

め、政府一体となって、必要な経済対策を講じ

るとともに成長戦略を実現すること 」となっ

ている。

「産業競争力会議」の設置目的は、「我が国

産業の競争力強化や国際展開に向けた成長戦

略の具体化と推進について調査審議すること 」

である。

年 月 日に「成長戦略」第 弾と

いうべき「日本再興戦略 」が、

発表され、 年 月 日に第 弾の「日

本再興戦略改訂 －未来への挑戦－」が出

された。

【産業競争力会議の民間議員】

岡素之：住友商事相談役、規制改革会議議長

金丸恭文：フューチャーアーキテクト（株）会長

小林喜光：（株）三菱ケミカルホールディングス会

長、 ～ 年経済財政諮問会議議員）

小室淑恵：（株）ワーク・ライフバランス社長

佐々木則夫：東芝副会長、 ～ 年経済財政諮

問会議議員）

竹中平蔵： 略

三木谷浩史：楽天株会長兼社長、新経済連盟代表理

事

三村明夫： 略

※下線部は発足当初からのメンバー、「内閣府 」

「ウィキペディア」など参照

４．「骨太方針 」と「日本再興戦略改

「日本経済再生本部の設置について」官邸ＨＰ

「産業競争力会議の開催について」官邸ＨＰ

訂 」

（１）「骨太方針 」

いわゆる「骨太方針 」において「人口

減少」に係る基本的な認識については、次の

とおりである。

「第 章 アベノミクスのこれまでの成果と今後

の日本経済 ４．日本の未来像に関わる制度・シス

テムの改革」

デフレ脱却・経済再生の先に、もう一つ超えなけ

ればならない高いハードルがある。現在の日本は、

「人口急減・超高齢化」に確実に向かっている。こ

の流れを変えなければ、持続的・安定的な成長軌道

に乗っていくことはできない。

人口急減・超高齢化の流れを変えることは容易で

なく、流れが変わっても効果が現れるまで長期間を

要する。人口急減・超高齢化の流れを帰れない場合

には、経済規模が縮小し、縮小スパイラルに陥るお

それがある。そこに至っては、もはや回復は困難と

なろう。従来の少子化対策の枠組みにとらわれず、

福祉分野以外にも、教育、社会保障、社会資本整備、

地方行財政、産業振興、税制など、あらゆる分野の

制度・システムを若者・子ども世代や次の世代のた

めになっているか、結婚しやすく子育てしやすい環

境を実現する仕組みになっているかという観点から

見直し、 年を目途にトレンドを変えるために抜

本的な改革・変革を推進すべき時期に来ている。

希望通りに働き、結婚、出産、子育てを実現する

ことができる環境を整え、人々の意識が変わり、

年を目途にトレンドを変えていくことで、 年後に

も 億人程度の安定的な人口構造を保持することが

できると見込まれる。

〈望ましい未来像に向けた政策推進〉

人口急減・超高齢化への流れを変え、望ましい未

来像に向けた改革・変革を進めていくことにより以

下のような道筋が描かれる。

①人口急減・超高齢化に対する危機意識を国民全

体で共有し、 年後に 億人程度の安定した人口

構造を保持することを目指す

②経済を世界に開き、絶え間なくイノベーション

を起こし、高付加価値な財・サービスを生み出す

ことを通じて、成長を続ける

③年齢・性別に関わらず、意欲、個性や能力に応

じて様々な形で活躍できる社会、制度、仕組みを

構築する

④個性を活かした地域戦略と、地域における「集

約・活性化」を進め、働き場所があって暮らし続

けられる地域社会をつくる

⑤基盤的な制度、文化、公共心など社会を支えて

いる土台を大切にする

望ましい未来像とそれに至るまでの道筋を共有し、

現在必要となる取組について、局所的な対応に陥ら

ないよう、優先度に留意しながら、全体として推進

していくことが重要である。デフレ脱却・経済再生

12　自治研かながわ月報 2015年6月号（No.153）



に向けた動きを確実にするとともに、その先を見据

え、社会保障制度と財政の持続可能性を確保しつつ、

地域社会の再生、発展を可能とし、日本経済の持続

的・安定的成長を実現していく観点から、人口急減・

超高齢化の克服に向けた諸課題への対応にスピード

観を持って取り組んでいく時である。とりわけ、地

域の活力を維持し、東京への一極集中傾向に歯止め

をかけるとともに、少子化と人口減少を克服するこ

とを目指した総合的な政策の推進が重要であり、こ

のための司令塔となる本部を設置し、政府一体とな

って取り組む体制を整備する。」

（２）日本再興戦略改訂

「日本再興戦略改訂 の概要－改革に向けての

の挑戦」

【改革に向けての の挑戦】

１．日本の「稼ぐ力」を取り戻す

①コーポレートガバナンスの強化

②公的・準公的資金の運用の在り方の見直し

③産業の新陳代謝とベンチャーの加速、成長資金

の供給促進

④成長志向型の法人税改革

⑤イノベーションの推進とロボット革命

２．担い手を生み出す～女性の活躍促進と働き方改

革

⑥女性の更なる活躍促進⑦働き方の改革

⑧外国人材の活用

３．新たな成長エンジンと地域の支え手となる産業

の育成

⑨攻めの農林水産業の展開⑩健康産業の活性化と

質の高い健康産業の活性化とヘルスケアサービス

の提供

【成長の成果の全国波及】

１．地域活性化／中堅・中小企業・小規模事業者の

革新

・地域活性化施策をワンパッケージで実現するプラ

ットフォームの構築

・ 中堅・中小企業・小規模事業者によるふるさと

名物応援と戦略産業の育成

・ 地域ぐるみの農業の６次産業化、酪農家の創意

工夫、魅力ある観光地域づくり

・ を活用したインフラ運営の実現

２．地域の経済構造改革

・都市機能や産業・雇用の集約・集積とネットワー

ク化

・ 東京への人口流出の抑制

⇒ 司令塔となる本部の設置、政府一体の推進

体制の構築

Ⅴ 「地方創生」とは何か

「創生法」と「長期ビジョン」と「総合戦

略」そしてこれらの策定に大きな影響を及ぼ

したと思われる「報告・提言」についてもみ

た。そこで、改めて「地方創生」とは何かに

ついて考えてみたい。

１．「総選挙」・「統一地方選挙」と「地

方創生」

年に政権に復帰した安倍内閣の最重

要政策は「日本経済を再生し、強い経済・

日本を取り戻すことである」として、いわゆ

る「アベノミクス」を掲げ、 年に第一の

矢「大胆な金融政策（金融緩和で流通するお

金の量を増やし、デフレ脱却をめざす）」、

第二の矢「機動的な財政政策（公共事業など

約 兆円規模の経済対策予算によって、政府

自らが率先して需要を創出）」、そして第三

の矢「成長戦略（民間投資、規制緩和等によ

って、民間企業が真の実力を発揮できる社会

へ）」を「放った」。

その結果、円安となり株価は上がった。

年 月 日に行われた参議院議員選挙も、与

党の自民党・公明党の勝利であった。新聞は

「『アベノミクス』が一定の信任を得た（朝

日新聞社説 年 月 日）」、「『アベ

ノミクス』はひとまず国民のお墨付きを得た

（読売新聞社説 年 月 日）」として、

安倍内閣の経済政策に対する国民の期待が勝

利の要因と分析した。

しかし、翌 年 月に消費税の増税を行

ったが、回復するとされていた消費は夏以降

も低迷していた。国民の間では、「景気回復

の実感がない」とする人が多かった 。また、

安倍首相の集団的自衛権を容認する憲法の解

釈変更に対しても批判の声が高かった 。

年 月 日に安倍首相は、内閣を改造

「景気回復実感していない ％」（読売新聞世論

調査 年 月 － 日）

「集団的自衛権容認反対 ％」（共同通信

年 月 － 日）

「まち・ひと・しごと創生」とは何か　13



し、自民党総裁選を争った石破茂を地方創生

担当大臣に、また、「 人の女性閣僚を登用」

し、 月国会を「地方創生」・「女性活躍」

国会と位置づけた。

安倍内閣にとっての重要な政治課題である

統一地方選挙を翌年にひかえて、秋の国会の

焦点として「地方創生」が急浮上してきた。

しかし、 月 日に新閣僚の「目玉」と

目されていた小渕優子経済産業大臣と松島み

どり法務大臣は、「政治資金規正法」あるい

は「公職選挙法違反」疑惑で相次いで辞任す

ることとなり、「女性活躍」によって女性の

支持率上昇へとつなげたかった安倍首相の思

惑は崩れた。

その後、安倍首相は、「 年 月の消

費税再増税を先延ばしすること」の是非を問

う衆議院解散・総選挙へと向かった。自民党

の 年総選挙公約の柱は、「１．経済再生・

財政再建、２．地方創生・女性活躍推進、３．

暮らしの安全・安心・教育再生、４．地球を

俯瞰した積極外交」である。「地方創生」に

ついては、「地方が主役の『地方創生』を実

現し、活力ある日本社会を維持」するとして

いる。 年の統一地方選挙公約も基本的に

は、これと同様である。

ちなみに自民党の 年総選挙党首ポスタ

ーは「景気回復この道しかない」であり、

年地方選挙は「地方が成長の主役」である。

「地方創生」は、地方選挙の主要スローガン

となっている。

２．「ローカル・アベノミクス」と「地方創

生」

（１）「ローカル・アベノミクス」とは

「ローカル・アベノミクス」について、「再

興戦略改訂 」では、「地域で暮らす人々の

生活や中小企業や小規模経営者の方々は未だ

に厳しい状況に置かれており、人口減少という

厳しい現実にも打ち勝つ必要がある。地域の経

済構造に関する思い切った改革を進め、地域全

体の持続性を高める上で核となる特色ある産

業を育てるための総合的な対策を講じていく

必要がある」「成長戦略の目標は、グローバル

社会の中で、我が国の中長期的な成長を確固た

るものとすることにとどまらず、アベノミクス

の効果を全国に波及させ地域経済の好循環を

もたらす、いわばローカル・アベノミクスによ

り、最終的には地方の元気を取り戻し、国民一

人一人が豊かさを実感できるようにすること

である 。」としている。

（２）「地方創生」と「ローカル・アベノミ

クス」

「創生法」が、「人口減少の是正」と「東

京一極集中の歯止め」を目標としていること

から、安倍内閣の「地方創生」を「人口減少

対策」とみると、かなり「違和感」がある。

従来の「人口減少対策」とは、主に「少子

化対策」であった。子どもを増やすための施

策として、必要な出産、育児、保育環境を整

える、あるいは、「働き方改革＝ワーク・ア

ンド・ライフバランス」の実現などが、主要

施策であった。「総合戦略」にそれらは盛り

込まれているが、少ない。 年版の「少子

化対策大綱」が、閣議決定されたのは、

年の 月 日で、 年の「総合戦略」に

は間に合わなかった。

さらに、「総合戦略」の「政策パッケージ」

と安倍内閣の「成長戦略」である「再興戦略」

をつきあわせると、多くの政策が重なる。

例えば、「地方創生」に「地域における女

性の活躍推進」がある。なぜ、これが「地方

創生」なのかといえば、「女性活躍」は「成

長戦略」の重点政策だからである。

安倍首相は、 年 月 日に行った日

「日本再興戦略改訂 （ ）」
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本記者クラブでの講演で次のように述べてい

る。「女性の活躍は、しばしば、社会政策の

文脈で語られがちです。しかし、私は、違い

ます。成長戦略の中核をなすものであると考

えています。女性の中に眠る高い能力を、十

二分に開花させていただくことが、閉塞感漂

う日本を、再び成長軌道に乗せる原動力だ、

と確信している 」として具体策の一つとし

て「３年間抱っこし放題での職場復帰支援」

を挙げた。これは、後日、女性から大ブーイ

ングを受けた。これまで、「女性政策」は、

男女平等、男女共同参画社会などとして進め

られてきたが、安倍内閣では、「成長戦略」

として展開されている。「官民挙げて女性登

用 ％」はあるが、「男女差別をなくす」「男

女同一賃金」は「成長戦略」にはない。

また、「総合戦略」には、「人口減少等を

踏まえた既存ストックのマネジメント強化」

「公共施設・公的不動産の利活用についての

民間活力の活用、空き家対策」「インフラの

戦略的な維持管理・更新等の推進」などの施

策がある。これも同様である。

安倍首相は、「「官業」を大胆に開放する 」

具体的には「エネルギー、医療、インフラ整

備などいわば「官業」とも言える世界は、広

い分野で残されている。いずれも将来の成長

が見込まれる産業」であるとしている。また、

「官民のパートナーシップでインフラ整備を

進める。」「空港、下水道、高速道路などに

ついて を推進し、 年間で 兆円

規模の事業を推進する」としている。

安倍内閣の目標は日本を「世界で一番企業が

活躍しやすい国」にすることである。「地方創

生」もその基本路線に貫かれている。

Ⅵ 「自治体消滅危機」を広めた人々

「安倍総理「成長戦略スピーチ」」首相官邸

「 年 月 日「内外情勢調査会」での講演」

（首相官邸 ）

１．「中央公論」と「自治体消滅危機」

「自治体消滅危機」を最初に取り上げたのは、

「中央公論 」である。

「中央公論」は、 年 月号に「特集

壊死する地方都市」、「 年、地方消滅。

『極点社会』が到来する」と題する「増田寛

也＋人口減少問題研究会 」名の「論文」を

発表した。本文の冒頭は「地方が消滅する時

代がやってくる。人口減少の大波は、まず地

方の小規模自治体を襲い、その後、地方全体

に急速に広がり、最後は、凄まじい勢いで都

市部をも飲み込んでいく。このまま行けば

年後には、人口の「再生産能力」が急激に減

少し、いずれも消滅が避けられないような地

域が続出する怖れがある。」とのショッキン

グな書き出しで始まっている。

中央公論は、その後も「緊急特集 消滅す

る市町村 全リスト（ 月号）」を発刊し、

「創成会議報告」の公表と歩調を合わせた。

このときの「論文」は、「増田寛也＋日本創

成会議人口減少問題検討分科会」名で出され

ている。さらに、その後も「すべての町は救

えない人口急減社会への処方箋（ 月号）」

「消滅市町村にならないための６のモデル（

月号）」と繰り返し「人口減少問題」を特集

した。

これらをまとめた中公新書「自治体消滅」

は、新聞や雑誌の書評や多くの識者に取り上

げられベストセラーとなった。

２．「創成会議報告」の「役割」

中央公論の発行元の中央公論新社は、読売新聞社の

子会社

メンバーは増田寛也（座長とは書かれていないが、

恐らく座長）。メンバーは柏木斉（リクルートホー

ルディングス相談役）、金井良子（リクルートブラ

イダル総研）高橋泰（国際医療福祉大学大学院教授）

樋口美雄（略）

）、高橋泰（国際医療福祉大学大学院教授）、
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何と言っても「自治体消滅・人口減少危機」

を一気に広めたのが、 年 月 日に発表

された「創成会議報告」である。公表された

翌日の新聞各紙は、いずれも 面で「若年女

性、 自治体で半減（朝日新聞）」、「

自治体若年女性半減（読売新聞）」、「

自治体消滅の恐れ（毎日新聞）」と大きく取

り上げた。

以後、新聞・雑誌その他のメデイアにたび

たび紹介され、国民の間に「人口減少」「自

治体消滅」を周知させる役割を担った。

「創成会議」は、あくまでも民間調査機関

にすぎないが、「人口減少」あるいは「東京

一極集中」についての課題指摘は、その後に

策定された「選択する未来」委員会、「経済

財政諮問会議」、「産業競争力会議」の基本

認識となり、それぞれの「報告・提言」そし

て「長期ビジョン」や「総合戦略」に取り入

れられた。

全国知事会も、 年 月 日に「少子

化非常事態宣言」を出し、これと呼応した。

３．増田寛也の活躍

今回の「キーパーソン」は、増田寛也であ

る。増田は、あらゆるマスコミや主要会議に

登場し、いわば「仕掛け人」であり「スポー

クスマン」であり「功労者」である。

増田寛也は、東京大学公共政策大学院客員

教授、日本創成会議座長の他に（株）野村総

合研究所顧問、生産性本部副会長でもある。

その経歴をみると、 年東京大学卒、

年建設省入省、 ～ 年岩手県知事、

～ 年安倍・福田内閣総務大臣、

年社会保障制度改革国民会議委員、 ～

年産業競争力会議議員など歴任してい

る。

増田は、第一次安倍内閣、福田内閣で総務

大臣など務め、それ以後も時の政権と密接な

関係にある。

Ⅶ 「地方版総合戦略」と自治体の課題

１．「地方創生」と「成果主義」、「 ・

サイクル」による「自治体管理」

石破茂担当相は、 年 月 日の「毎

日・世論フォーラム」の講演で、次のように

述べたという。「『これをやり損なうと日本

国は終わる』という強い危機感で私どもは臨

んでいる。」「今回の主役は国でなく、全国

市町村だ。国はビジョンを示し、本当に

取り組む自治体を財政面などで支援するが、

本気でないところは支援しかねる 」として

いる。

また、「総合戦略」策定にあたってのキー

ワードとして、「 」と「 」サイクルに

ついても強調している。

石破茂担当相は他の講演会で、「『これか

ら先、補助金や交付税のあり方も考えていか

なければならない』と述べ、自治体の努力や

成果に応じて金額を調整する仕組みの導入を

検討する考えを示した 」とも述べている。

年 月 日の経済財政諮問会議で民

間議員から地方交付税について、「財源保障

機能重視から成果主義に転換する」「地域経

済の再生と財政健全化に取り組んだ成果を反

映する」「配分基準を改革の成果や新たな課

題により重点を置く方向で見直す（人口減少

度合いではなく人口減少の改善を重視した配

分）」とする。また、甘利明担当相は、高市

早苗総務大臣に「地方行財政改革の を示

「 毎日・世論フォーラム 」（毎日世論フォ

ーラム ）

「石破茂担当相 地方創生、キーワードは「自立」

会合で講演」（日刊建設工業新聞 年

月 日）

16　自治研かながわ月報 2015年6月号（No.153）



すよう求めた」とある 。

「 」による成果の検証や サイクル

については、竹中平蔵が「産業競争力会議」

の場で、早い段階で提唱し 、 年の「再

興戦略」から採用されている。

これらをみると、今後は「地方行財政全般」

にわたる「成果主義」による国の「自治体管

理」が行われる可能性があり、「地方創生」

はその先駆けと推測される。

２．「国家戦略」と「地方分権」

今回の「地方創生論」の先駆けとなった、

中央公論増田論文 においては、「地方分権」

については、「『マクロ政策』や従来の『地

方分権論』を超えた」論議が必要であると否

定的である。そして、「課題は、『人口』と

いう国家、社会の持続可能性に関わるもので

あり、『国土利用』という国家としての経済

社会機能を発揮するための資源配置の基本に

関わるものである。そのグランドデザインを

どう描くかは、優れて中央政府たる国が担う

べきものであって、「国家戦略」なのである」

と強調している。

安倍内閣が進める「地方創生」は、この論

文のいう「国家戦略」として展開されており、

石破担当相の講演にもそれが伺える。

第一次安倍内閣が発足した 年の 月

に「地方分権改革推進法」が成立し、第二次

地方分権改革がスタートしている。 年

月に「地方分権改革推進委員会 」が設置さ

「 年度第 回経済財政諮問会議資料 議事要

旨」

「産業競争力会議第 回議事要旨 （ 年

月 日）」（産業競争力会議 ）

「 年、地方消滅。「極点社会」が到来する」

（増田寛也＋人口減少問題研究会 中央公論

年 月）。

委員長丹羽宇一郎、委員長代理西尾勝、 月 日に

増田寛也は岩手県知事で委員、 日に委員長代理、

年 月 日まで

れ、 年 月に第１次勧告が出されたが、

このときは、福田康夫内閣に替わっていた。

しかしながら、安倍首相の国会演説（所信

表明・施政方針）は、就任以来 回あるが、

「地方分権」に触れたのは、 年の 月

日の「施政方針演説」おいて「一次内閣で始

めた第二次地方分権改革の集大成として、地

方に権限移譲や規制緩和を進めます」とわず

かこれだけである。

自ら種をまいた「第二次地方分権改革」と

は逆の方向を向いていると言わざるを得ない。

３．「地方創生」と「自治体の課題」

（１）人口減少・高齢化は進む

国の「長期ビジョン」では、「 ～

年頃に出生率が人口置換水準まで回復するな

らば、 年に総人口１億人程度を確保」で

きるとしているが、そのためには「 年出

生率＝ 程度、 年 程度、 年

人口置換水準 」が必要である。

年の日本の「合計特殊出生率」は

であり、神奈川県は、 である 。全国平均

よりもかなり低い。今から 年後の 年に 、

年後に に回復するためには、かなり努力

しなければならない。

また、仮に出生率が改善しても、しばらく

は「人口減少」と「人口の高齢化」は続くこ

とをふまえた対応が自治体には求められてい

る。

（２）「人口減少先進地」に学ぶ

昨年、徳島県の上勝町と神山町を訪問し、

現地を見る機会を得た 。「人口減少先進地」

「人口動態統計月報年計（概数）概況」（厚生労

働省 発表）

「人口減少下の「まちづくり」を調査 徳島県上勝

町・神山町の「まちづくり」 」（勝島行正「自治研

かながわ月報 年 月号」）

「まち・ひと・しごと創生」とは何か　17



ともいうべき両町の経験は、私たちに多くの

ことを教えてくれる。両町ともに人口減少は、

高度経済成長期には始まっており、すでに

年以上に及ぶ。高齢化率は、現在 ％を超え

ている。背景としては、大都市部への人口流

出が大きな要因だが、国の貿易自由化・グロ

ーバリゼーションによって木材や農産物が価

格競争に敗れ、産業が衰退し、働く場が失わ

れたことが大きな要因である。 環太平洋

パートナーシップ協定 によって、さらに厳し

い環境となろう。

この間、その地に住む人々・自治体首長・

職員等によって「まちづくり」が続けられ、

人が「生きる場」としての地域が維持されて

きた。このことは、両町だけでなく、日本全

国で同様の努力が今も続けられている。

こうした経験に学ぶならば、果たして、

年足らずで「産業を創生し、人口増をはかる

ための計画を策定」し、「計画にもとづき成

果をあげ」、「出さなければ財政支援しない」

ということが、いかに乱暴なことかと思う。

（３）「生活者の視点に立つ「地方政府」の

確立」こそ「地方創生」である

このままでは、安倍内閣の「成長戦略」に

自治体が組み込まれ、「管理」される。「中

央集権」の復活の怖れがある。また、私たち

は、小泉－安倍内閣時代に進めた「新自由主

義改革」によって「貧困と格差が拡大した」

ことも忘れてはならない。

自治体の計画策定にあたっては、この間の

地方分権改革の歴史をふまえ、地方分権改革

の理念を据えて「地方を創生する」ことであ

る。

「第 次勧告－生活者の視点に立つ『地方

政府』の確立」では、地方分権改革の基本的

な理念について、「人口減少や少子高齢化な

ど社会構造の激しい変化に伴い、我が国は危

機的な状況を迎えている。これを打開するた

めには、地方分権改革を断行し、分権型の新

たな未来社会を築くことが不可欠である。」

としている。

自治体の責務は、いかなる時代にあっても

「公共サービスは、市民生活の基盤であり、

市民の権利である」ことをふまえ、「安心・

安全な公共サービスを提供し続ける」こと、

「公平・公正、連帯を原則とする地域社会を

つくる」ことである。

「地方創生」計画策定の前提としては、「成

長・拡大」から「縮小・均衡」へと路線を変

えることができるかであり、大胆な「子ども」

への予算のシフトが必要である。

私たちが、具体的に検討すべき課題は、「財

政のあり方」、「インフラの老朽化・更新問

題」、「公共サービス提供と職員体制のあり

方」など多岐にわたる。簡単ではないが、市

民とともに考え、認識を統一させることが重

要である。

最後に、自治体のあり方、国のあり方につ

いて大胆な改革を進めるために、住民と首長

と議会が一体となって膝をつき合わせた意見

交換と合意形成の時間が必要である。「地方

創生」はその好機である。与えられた時間は、

わずかしかないが、今から始めよう。

18　自治研かながわ月報 2015年6月号（No.153）
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国の 2014 年度の補正予算で計上された、いわゆる「地方創生交付金」（地域住民生活等緊急支

援のための交付金※注：文末資料参照）について、県内各自治体は概ね 2015 年 3 月に補正予算案を

議決し、2015 年度に繰り越す形で活用しているが、新聞報道（2015 年 4 月 15 日付神奈川新聞）

では、県内自治体には総額約 122.8 億円の配分で、事業内容は国の推奨するプレミアム付き商品券

の発行が中心である実態が明らかにされている。国から交付される「地方創生交付金」は「地方消

費喚起・生活支援型」と「地方創生先行型」の２つのカテゴリーに分けられており、122.8 億円の

うち前者が約 96.4 億円、後者が約 26.4 億円の配分構成で、商品券発行は前者の対象事業とされる。 
後者は「地方版総合戦略」の策定やそれに関する施策を国が支援するもので、各自治体が 2015

年 10 月末までに作成予定の「地方版総合戦略」に盛り込む事業を中心に、先取りで予算化してい

る。秋には 300 億円の留保分が配分される予定とされることから、本号では、県内自治体におけ

る取組みの速報版として、県と各市が公表している「地方創生先行型」交付金充当予定の事業と予

算を紹介する。なお、公表の事業予算額には自治体負担分を上乗せしているものもあるため、国か

らの交付金額と必ずしも数字が一致していないことを予めお断りしておく。 
 

 
１．県の主な事業 

県が 2014 年度 2 月の補正予算で計上した

「地方創生に関連した緊急的取組み」は、

45 億 7,932 万円で、うち地方創生先行型の

交付金額は、9 億 3,932 万円。公表されてい

る主な事業内容は、以下のとおりである。 
 
【エリア重点化等（ 億 億円）】

県西地域の活性化（県西地域活性化プロ

ジェクト） 億 万円

〔内訳〕 
①「未病いやしの里センター（仮称）」の 

設置推進・・・・2,100 万円 
②未病いやしの里づくり推進費･ 600 万円 

③県西地域活性化プロジェクト推進交付金 
・・・7,500 万円 

④県西地域未病資源活用促進事業費 
・・・1,850 万円 

⑤県西地域サイクリングエリア等 
構築事業費・・・6,300 万円 

⑥ME-BYO タウン形成促進事業費 
・・・50 万円 

三浦半島地域の活性化（三浦半島広域観

光推進事業・かながわシープロジェクト）

億 万円

〔内訳〕 
①三浦半島広域観光推進事業費

・・・9,000 万円 
②かながわシープロジェクトの推進 

神奈川県内における「地方創生交付金」の活用状況

－「地方創生先行型」対象予定の事業から－

編集部

神奈川県内における「地方創生交付金」の活用状況　19
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・・・5,600 万円 
新たな観光の核づくりによる地域活性化

万円

新たな観光の核づくり促進交付金

・・・7,500 万円 
）さがみロボット産業特区の推進による生

活支援ロボットの販路拡大等 万円

〔内訳〕 
①生活支援ロボット開発促進事業費

・・・1,007 万円 
②生活支援ロボット普及・定着促進費 

・・・1,290 万円 
ヘルスケア・ニューフロンティアの推進

に向けた効果的なプロモーションの実施

万円

未病産業等普及啓発事業費・・ 3,000 万円

その他 万円

大学連携事業費・・・・・・・ 3,800 万円 
【全県的な展開（ 億 万円）】

多様な就業機会の創出 億 万円

〔内訳〕 
①かながわしごと支援センター（仮称）

事業費・・・1 億 1,700 万円 
②移住促進事業費・・・・・・ 2,500 万円 
観光振興等 万円

〔内訳〕 
①外国人観光客誘致促進事業費

・・・7,000 万円

②商店街免税販売推進事業費

・・・1,100 万円

（ ）少子化対策～結婚・妊娠・出産育児へ

の切れ目ない支援～ 万円

〔内訳〕 
①結婚支援事業費・・・・・・ 1,900 万円

②妊娠・出産支援事業費・・・ 3,200 万円 
③ライフキャリア教育推進事業費 

・・・2,000 万円 
総合戦略の策定 万円

２ 横浜市の主な事業

横浜市は 2014 年度 3 月補正予算に「地域

住民生活等緊急支援のための交付金活用事

業」として計上したのは、総額 25 億 7,000
万円。うち地方創生先行型の交付金額は、1
億 9,600 万円で、充当対象の事業は「中期 4
か年計画に掲げた施策の効果を高める取組

み」として、以下に掲げる内容とされる。 
 
魅力と活力あふれる都市の実現（「都

市」） 万円

〔内訳〕 
①横浜ブランド制作・発信拠点事業 

・・・4,500 万円 
②クリエイティブ・ショーケース事業 

・・・3,000 万円 
市内経済活性化の促進（「企業」）

万円

〔内訳〕 
①インキュベート機能強化事業

・・・1,300 万円 
②海外企業ニーズとのビジネスマッチング

事業・・・2,000 万円

③外資系企業立地促進事業・・ 3,000 万円 
あらゆる人が力を発揮できるまちづくり

の推進（「人」） 万円

〔内訳〕 
①宇宙・科学による夢づくり事業

・・・4,300 万円 
②困難を抱える若者のための地域サポート

モデル事業・・・1,200 万円

③特別支援学校作業学習のための

拠点モデル事業・・・300 万円 
 
３ 川崎市の主な事業

川崎市が地方創生先行型」の交付金事業と

して 2014 年度補正予算で計上した対象事業
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魅力と活力あふれる都市の実現（「都

市」） 万円

〔内訳〕 
①横浜ブランド制作・発信拠点事業 

・・・4,500 万円 
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モデル事業・・・1,200 万円

③特別支援学校作業学習のための

拠点モデル事業・・・300 万円 
 
３ 川崎市の主な事業

川崎市が地方創生先行型の交付金事業とし

て、2014 年度補正予算で計上した対象事業
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は以下のもので、総額は 1 億 3,583.4 万円。 
①シティプロモーション推進事業 

・・・2,000 万円 
②地域情報整備事業・・・・・ 538.5 万円

③オープンデータ整備事業・・・100 万円

④公衆無線 LAN 整備事業・・ 994.2 万円

⑤地方創生戦略事業・・・・・ 1,000 万円

⑥都市政策研究事業・・・・・・ 50 万円

⑦地域包括ケアシステム推進事業 
・・・808.6 万円 

⑧かわさき健幸福寿プロジェクト推進事業 
・・・900 万円 

⑨がん検診受信率向上事業・ 6,415.5 万円

⑩女性就業支援事業・・・・・ 398.8 万円 
⑪消防団員貸与装備品・・・・ 377.8 万円 
 
４ 相模原市の主な事業

相模原市が 2014 年度補正予算で、「国が

創設した地域住民生活等緊急支援のための交

付金を活用した事業等」に要する経費として

計上したのは、「地域消費喚起・生活支援型

交付金」活用分で 4 億 8,188.5 万円、「地方

創生型」活用分で 1 億 1,882.6 万円。地方創

生型の交付金対象事業としては、以下のもの

が挙げられている。 
①総合戦略推進経費・・・・・ 998.7 万円 
②中小企業研究開発支援事業・ 6,500 万円 
③業務系企業誘致推進事業・・・990 万円 
④子育て支援普及啓発事業・・ 927.9 万円 
⑤保育専門相談事業・・・・・・966 万円 
⑥企業誘致等推進事業・・・・ 1,000 万円 
⑦ものづくり企業総合支援事業・500 万円 

５ 一般市における交付金活用事業

横須賀市

横須賀市では、2014 年度補正予算に計上

した事業費と 2015 年度当初予算を「一体的

に運用し、効果的に執行する」との方針を打

ち出し、「地方消費喚起・生活支援型に選定

した事業」として 4 億 8,972.1 万円、「地方

創生先行型に選定した事業」として 2 億

7,526.1 万円の交付金充当事業を示している。 
「地方創生先行型」に挙げられた事業の内

訳は次のとおり。 
①地方版総合戦略の策定・・・・ 992.5 万円 
②都市イメージの創造発信・・ 1,366.4 万円 
③YOKOSUKA イングリッシュキャンプの 

開催・・・138.3 万円 
④YOKOSUKA ホームスティ受け入れ家庭 

の発掘･育成・・・・381.7 万円 
⑤多世代同居の推進・・・・・・・300 万円 
⑥住宅団地の流通促進・・・・ 5,103.6 万円 
⑦くりはま花の国エアライフル場への 

新たな設備の導入・・2,485.8 万円 
⑧スタートアップ支援の強化・ 1,158.6 万円 
⑨観光立市推進基本計画の策定・ 786.2 万円 
⑩長井海の手公園（ソレイユの丘）への 

大型遊具の設置・・・9,950 万円 
⑪ANJIN サミットの開催・・・113.3 万円 
⑫横須賀製鉄所（造船所）創設 150 周年 

記念事業・・・4,749.7 万円 
 

平塚市

平塚市の 2014 年度一般会計補正予算にお

いては、国の補正予算に係る補助金 2 億

5,121 万円を活用した 10 事業を計上したと

している。この金額には、消費喚起・生活支

援型交付金事業によるプレミアム付き商品券

の発行にかかる補助分 1 億 7,600 万円も含

まれており、地方創生先行型交付金事業は

7,521 万円と見込まれる。具体的な事業につ

いて市長は、地方版総合戦略策定費用や少子

化対策に係る経費のほか消防団の装備費購入

費等を計上したと説明している。 
 

鎌倉市

神奈川県内における「地方創生交付金」の活用状況　21
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鎌倉市が 2014 年度補正予算として計上し

た地方創生先行型交付金事業は、地方版総合

戦略策定事業 995.9 万円と Wi-Fi 接続環境

整備事業 2,543.6 万円で合計 3,539.5 万円。 
 

藤沢市

藤沢市が 2014 年度 3 月補正予算に計上し

た「地域住民生活等緊急支援事業交付金」の

予算額は、「地方消費喚起・生活支援型」分

で 2 億 4,073.6 万円、「地方創生先行型」分

で 6,304.8 万円である。 
「地方創生先行型」の事業予算の内訳は、

販路拡大支援事業費で 1,800 万円、外国人誘

客促進事業費で 4,504.8 万円。 

小田原市

小田原市が 2014 年度補正予算に計上した

地方創生先行型の事業費総額は 9,587.2 万円

とされ、地方版総合戦略における 4 つの基

本目標を着実に実現できる 26 事業を予定事

業として選定したと説明している。主な事業

の予算額は以下のとおり。 
①都市セールス事業・・・・・375.4 万円 
②プロダクティブ・エイジング推進事業、

県西地域活性化プロジェクト推進調査 
委託料・・・・・・・・・・199.5 万円 

③地方版総合戦略策定事業・・772.6 万円 
④文化振興ビジョン推進事業・205.9 万円 
⑤文化創造活動担い手育成事業・880 万円 
⑥清閑亭活用事業・・・・・・1,550 万円 
⑦ケアタウン推進事業・・・・868.8 万円 
⑧不育症治療費助成事業・・・・120 万円 
⑨環境再生活動推進事業・・・ 80.8 万円 
⑩就職情報提供事業・・・・・・ 81 万円 
⑪新規就農者就学支援事業補助金 

・・・ 30 万円 
⑫耕作放棄地解消事業費補助金・ 75 万円 
⑬高付加価値化対応野菜産地事業費補助金 

・・・40 万円 

⑭定年帰農者農業支援事業奨励金 
・・・ 116.4 万円 

⑮いこいの森バンガロー整備事業、小田原

産木材住宅リフォーム等助成事業 
・・・904.8 万円 

⑯木育推進事業・・・・・・・ 227.3 万円 
⑰魚ブランド化促進事業・・・・100 万円 
⑱小田原ブランド推進事業・・ 155.1 万円 
⑲レンタサイクル事業運営費補助金 

・・・211.4 万円 
⑳観光 PR 事業・・・・・・・ 175.8 万円 
○21観光戦略ビジョン策定事業・・360 万円 
○22都市廊政策推進事業・・・・ 111.8 万円 
○23図書施設機能等検討支援委託料 

・・・345.6 万円 
 

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市が 2014 年度に計上した補正予算

で「地方創生先行型事業」と位置づけたのは

ものは以下で、その合計は 9,695.6 万円。 
①地方版総合戦略策定事業・・ 1,000 万円 
②長寿社会推進事業・・・・・ 1,443 万円 
③放課後児童健全育成事業 

・・・ 2,582.6 万円 
④工業振興事業・・・・・・・ 1,660 万円 
⑤観光総務管理経費・・・・・ 2,010 万円 
⑥住環境整備事業・・・・・・ 1,000 万円 

 
逗子市

逗子市が「地方創生型」交付金活用事業と

して 2014 年度補正予算に計上したものは以

下のとおりで、合計額は 4,158.3 万円。 
①男女共同参画プラン推進事業 

・・・223.9 万円 
②小児医療費助成事業・・・・ 781.7 万円 
③体験学習施設事務費・・・・ 58.8 万円 
④(仮称)療養・教育の総合センター 

整備事業・・・1,326.7 万円 
⑤成人等保健事業・・・・・・ 88.2 万円 
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⑥妊婦健診事業・・・・・・・ 992.3 万円 
⑦逗子市商工会助成事業・・・・150 万円 
⑧逗子市観光協会助成事業・・・200 万円 
⑨自然の回廊プロジェクト推進事業 

・・・113.4 万円 
⑩海水浴場運営費・・・・・・ 135.2 万円 
⑪教育用コンピューター維持管理事業 

（小･中）・・・88.1 万円 
 

厚木市

厚木市が、「地方創生先行事業交付金活用

事業（交付金限度額 6,400 万円）」で 2014
年度補正予算に計上したのはとするのは、以

下の５事業で、合計 8,623 万円。 
①総合戦略策定事業・・・・・ 1,000 万円 
②子育て日常生活支援事業・・ 6,723 万円 
③子育てパスポート事業・・・・300 万円 
④ロボット産業推進事業補助金･･200 万円 
⑤観光情報発信事業・・・・・・400 万円 

 
大和市

大和市の 2014 年度補正予算書に「地方創

生先行型交付金」補助事業として歳入の説明

があるのは以下の内容で、総額 6,400 万円。 
①まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 

事務・・・608.8 万円 
②私立幼稚園運営支援事業・ 1,070.5 万円 
③認定保育施設運営費助成事業 

・・・4,546.3 万円 
④保育事業（市立保育所）・・ 174.4 万円 

伊勢原市

伊勢原市が「地方創生先行型」交付金対象

事業として、2014 年度補正予算に計上した

のは以下の事業で、合計 4,125.3 万円。

①総合戦略策定事業・・・・・ 968.1 万円 
②農畜産物販売促進活動支援事業 

・・・600 万円 
③中小企業見本市等出展補助事業 

・・・200 万円 
④「平成大山講プロジェクト」推進事業 

・・・1,957.2 万円 
⑤シティセールス推進事業・・・400 万円 

 
座間市

座間市が「地方創生先行型」交付金対象事

業費として 2014 年度補正予算に計上したの

は以下の事業で、単独費 400 万円を含めた

事業費総額は 6,540.7 万円とされる。 
①総合戦略策定事業費・・・・ 1,100 万円 
②介護人材育成支援事業費・・・100 万円 
③少子化対策事業費・・・・ 1,995.7 万円 
④創業支援・販路開拓事業費・ 2,245 万円 
⑤観光プロモーション推進事業費 

・・・1,100 万円 
 

南足柄市

南足柄市が「地方創生先行型」の活用事業

として 2014 年度補正予算に計上したのは、

「南足柄市人口ビジョン・総合戦略策定事

業」1,100 万円と「南足柄市産業創出促進事

業」3,099.6 万円で、合計額は 4,199.6 万円。 
 

綾瀬市 
綾瀬市が 2014 年度補正予算で「地方創生

先行型」の充当事業として計上したものは以

下の内訳で、事業費総額は 4,300 万円。 
①綾瀬市総合戦略等の策定・・・650 万円 
②綾瀬ブランド新商品開発への支援 

・・・100 万円 
③市内企業の設備導入への支援 

・・・1,500 万円 
④「綾瀬観光」の振興・・・・・100 万円 
⑤高齢者の就労相談支援・・・・200 万円 
⑥障がい者の一般就労に向けた総合的支援 

・・・250 万円 
⑦妊産婦・乳幼児支援情報等管理システム

の整備・・・1,500 万円 
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※出所：首相官邸ホームページ






